
令和８年２月２５日招集

第１回大子町議会臨時会議案

大 子 町



付 議 事 件 目 録

議案

番号
事 件 名

摘 要

提出月日 議決月日 備 考

報告

1

和解及び損害賠償の額の決定の専決処

分の報告について
２月２５日 ２月 日

議案

1

令和７年度大子町一般会計補正予算（第

９号）の専決処分の承認を求めることに

ついて

〃 ２月 日

議案

2
調停の申立て及び訴えの提起について 〃 ２月 日

議案

3

令和７年度大子町一般会計補正予算（第

１０号）
〃 ２月 日



報告第１号

和解及び損害賠償の額の決定の専決処分の報告について

道路の管理上の事故に関し次のとおり和解することについて、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１８０条第１項の規定により令和８年１月６日に専決処分をしたので、

町議会に報告する。

１ 相 手 方

２ 損害賠償の額

３４，６５０円

３ 和解の条件

(1) 町は、相手方に対し前項の損害賠償金を支払う。

(2) 町と相手方との間には、本和解のほか、何らの債権債務がないことを相互に確認す

る。

４ 事故の概要

令和７年６月２３日、２４日、町道１１２号線を走行中、大字矢田３５番地１付近、

大字浅川１９１０番地７付近において、道路上に空いている穴を通過したところ、車両

の右後輪、左前輪、左後輪のホイールを損傷させたもの。

令和 ８ 年 ２ 月２５日 報 告

大子町長 高 梨 哲 彦

令和 ８ 年 ２ 月 日

住 所

氏 名 （被害車両運転者）
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議案第１号

令和７年度大子町一般会計補正予算（第９号）の専決処分の承認を求めることにつ

いて

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、別紙のとお

り専決処分をしたので、同条第３項の規定により、町議会に報告し、その承認を求める。

令和 ８ 年 ２ 月２５日 提 出

大子町長 高 梨 哲 彦

令和 ８ 年 ２ 月 日 認
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別 紙

令和７年度大子町一般会計補正予算（第９号）

令和７年度大子町の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２０，０７４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２，６３８，３４８千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和 ８ 年 １ 月１９日 専 決

茨城県大子町長 高 梨 哲 彦
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款 補 正 額 計

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

（単位：千円）歳 入

項 補 正 前 の 額

県支出金17 787,042 20,034 807,076

3 213,883 20,034 233,917委託金

繰越金21 875,746 40 875,786

1 875,746 40 875,786繰越金

12,638,348歳 入 合 計 12,618,274 20,074
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補 正 額 計款

（単位：千円）歳 出

項 補 正 前 の 額

総務費2 2,527,917 20,074 2,547,991

選挙費4 42,561 20,074 62,635

12,638,348歳 出 合 計 12,618,274 20,074
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款 計

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書１　総　括
（単位：千円）歳 入

補 正 前 の 額 補 正 額

17 県支出金 20,034 807,076787,042

21 繰越金 40 875,786875,746

歳 入 合 計 12,618,274 20,074 12,638,348
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地 方 債

補正前の額 計補 正 額款

（単位：千円）

特 定 財 源
一般財源

国県支出金 そ の 他

補 正 額 の 財 源 内 訳

歳 出

20,0342 20,074 2,547,9912,527,917 40総務費

歳 出 合 計 12,618,274 20,074 12,638,348 20,034 40
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２　歳　入

（単位：千円）委託金3県支出金（款） 17 （項）

補 正 額 説 明
金 額区 分

節
計補正前の額目

20,034選挙費委託金520,034総務費委託金1 100,94580,911 19,994衆議院議員総選挙委託金

40衆議院議員総選挙開票速報事務委託金

233,91720,034213,883計

繰越金（項） 1繰越金（款） 21

40繰越金140繰越金1 875,786875,746 40前年度繰越金

875,78640875,746計
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３　歳　出

（款） 2 総務費 （項） 4 選挙費 （単位：千円）

目 補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源 説 明

節

一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他

5衆議院議 0 20,074 20,074 20,034 40 1報酬 3,448 委員報酬 158

員総選挙 選挙管理委員　　　　　４人 158

費 非常勤職員報酬 1,748

投票管理者　　　　　４６人 573

投票立会人　　　　　９２人 975

開票管理者　　　　　　１人 11

開票管理者職務代理者　１人 11

開票立会人　　　　　２０人 178

会計年度任用職員報酬 1,542

選挙事務よう人料　　　２人 610

投開票事務よう人料　６８人 932

3職員手当等 5,786 時間外勤務手当 5,636

休日勤務手当 150

7報償費 248 謝金 70

投票管理者及び投票立会人投

票箱送致 70

記念品代等 178

ポスター掲示場借用謝礼 178

8旅費 251 費用弁償 182

費用弁償（会計年度任用職員） 69

10需用費 4,338 消耗品費 420

燃料費 105

食糧費 539

印刷製本費 30

修繕料 3,244

11役務費 1,325 通信運搬費 1,139

広告料 56

手数料 130
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（款） 2 総務費 （項） 4 選挙費 （単位：千円）

目 補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源 説 明

節

一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他

12委託料 4,187 委託料 4,187

入場券作成業務 531

ポスター掲示場設置・撤去業

務 2,670

読取分類機設定業務 297

開票集計システム設定業務 389

タクシー利用助成事業業務 300

13使用料及び 401 使用料及び賃借料 401

賃借料 タクシー借上料 400

投票所施設借上料 1

17備品購入費 90 庁用備品 90

計 42,561 20,074 62,635 20,034 40
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１ 一般職

（１） 総 括 （単位：千円）

区 分 共 済 費 合 計
報 酬 給 料 職員手当 計

（ 155 ）
補 正 後

222 279,263 888,040 730,355 1,897,658 347,602 2,245,260
（ 155 ）

補 正 前
222 279,263 888,040 724,569 1,891,872 347,602 2,239,474

（ ）
比 較

5,786 5,786 5,786

（ ）内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

（単位：千円）

時 間 外 休 日 夜間勤務 特殊勤務 管理職員特
勤務手当 勤務手当 手 当 手 当 別勤務手当

20,160 23,227 31,352 14,564 66,246 12,510 3,000 1,100 450 916
職員手当の

20,160 23,227 31,352 14,564 60,610 12,360 3,000 1,100 450 916

5,636 150

退職手当 退職手当特
内 訳 負 担 金 別 負 担 金

232,617 188,153 19,215 116,845

232,617 188,153 19,215 116,845

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

給 与 費
職 員 数 備 考

（人）

補 正 後

補 正 前

比 較

補 正 後

補 正 前

比 較

区 分 管理職手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 宿日直手当

区 分 期末手当 勤勉手当 地域手当
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ア 会計年度任用職員以外の職員 （単位：千円）

区 分 共 済 費 合 計
報 酬 給 料 職員手当 計

（ 13 ）
補 正 後

222 888,040 676,823 1,564,863 287,744 1,852,607
（ 13 ）

補 正 前
222 888,040 671,037 1,559,077 287,744 1,846,821

（ ）
比 較

5,786 5,786 5,786

（ ）内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

（単位：千円）

時 間 外 休 日 夜間勤務 特殊勤務 管理職員特
勤務手当 勤務手当 手 当 手 当 別勤務手当

20,160 23,227 31,352 14,564 66,246 12,510 3,000 1,100 450 916
職員手当の

20,160 23,227 31,352 14,564 60,610 12,360 3,000 1,100 450 916

5,636 150

退職手当 退職手当特
内 訳 負 担 金 別 負 担 金

201,395 165,843 19,215 116,845

201,395 165,843 19,215 116,845

給 与 費
職 員 数 備 考

（人）

補 正 後

補 正 前

比 較

補 正 後

補 正 前

比 較

区 分 管理職手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 宿日直手当

区 分 期末手当 勤勉手当 地域手当
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イ 会計年度任用職員 （単位：千円）

区 分 共 済 費 合 計
報 酬 給 料 職員手当 計

（ 142 ）
補 正 後

279,263 53,559 332,822 59,858 392,680
（ 142 ）

補 正 前
279,263 53,559 332,822 59,858 392,680

（ ）
比 較

（ ）内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

（単位：千円）

職員手当の

31,222 22,310
内 訳

31,222 22,310

給 与 費
職 員 数 備 考

（人）

補 正 後

補 正 前

比 較

区 分 期末手当 勤勉手当
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（２） 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分

給 料

職員手当

増減額（千円） 増 減 事 由 別 内 訳 （千円） 説 明 備 考

0 その他の増減分 0 給与改定等による増減

0

5,786 その他の増減分 5,786 給与改定等による増減

時間外勤務手当ほか 5,786
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議案第２号

調停の申立て及び訴えの提起について

町を被告として提起された訴えの応訴に要した費用を損害金として請求するため、次の

とおり調停の申立て及び訴えの提起をすることについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第１２号の規定により、町議会の議決を求める。

１ 相手方

氏

２ 請求金額

１２，８２８，７５０円

３ 調停の申立て

町税に関する法的根拠等のない課税保留を要因とした更正処分の取消し及び賦課処分

の取消しを求めた町を被告とする訴えについて、この訴えに応訴するため要した費用を、

債務不履行又は不法行為による損害金として請求することについて調停を求める。

４ 訴えの提起

町は、この調停が成立しなかった場合は、裁判所に債務不履行による損害金の請求に

関する訴えを提起する。

５ 請求金額の変更

調停又は係争中に損害金と認められない費用又は新たに損害金として認められる費用

が判明した場合は、その金額を減額又は増額した額に請求金額を変更する。

令和 ８ 年 ２ 月２５日 提 出

大子町長 高 梨 哲 彦

令和 ８ 年 ２ 月 日 決
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議案第３号 

　令和７年度大子町一般会計補正予算（第１０号） 

　令和７年度大子町の一般会計補正予算（第１０号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７，５８７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２，６４５，９３５千円とする。 

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条　繰越明許費の追加は、「第２表　繰越明許費補正」による。 

　令和 ８ 年 ２ 月２５日　　提　　出 

　茨城県大子町長　　高　梨　哲　彦 

　令和 ８ 年 ２ 月  日　 　決
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款 補  正  額 計

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

（単位：千円）歳 入

項 補 正 前 の 額

繰越金21 875,786 7,587 883,373

1 875,786 7,587 883,373繰越金

12,645,935歳 入 合 計 12,638,348 7,587
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補  正  額 計款

（単位：千円）歳 出

項 補 正 前 の 額

総務費2 2,547,991 7,587 2,555,578

総務管理費1 2,208,180 1,087 2,209,267

徴税費2 145,302 6,500 151,802

12,645,935歳 出 合 計 12,638,348 7,587
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第２表　繰越明許費補正

千円

追　加

款 項 事　　業　　名 金　　額

2 総務費 1 総務管理費 損害賠償請求業務 ８３５
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款 計

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書１　総　括
（単位：千円）歳 入

補 正 前 の 額 補 正 額

21 繰越金 7,587 883,373875,786

歳 入 合 計 12,638,348 7,587 12,645,935
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地 方 債

補正前の額 計補 正 額款

（単位：千円）

特 定 財 源
一般財源

国県支出金 そ の 他

補 正 額 の 財 源 内 訳

歳 出

2 7,587 2,555,5782,547,991 7,587総務費

歳 出 合 計 12,638,348 7,587 12,645,935 7,587
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２　歳　入

（単位：千円）繰越金1繰越金（款） 21 （項）

補 正 額 説 明
金 額区 分

節
計補正前の額目

7,587繰越金17,587繰越金1 883,373875,786 7,587前年度繰越金

883,3737,587875,786計
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３　歳　出

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位：千円）

目 補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源 説 明

節

一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他

1一般管理 517,425 1,087 518,512 1,087 12委託料 1,087 委託料 1,087

費 損害金請求業務 1,087

計 2,208,180 1,087 2,209,267 1,087

（款） 2 総務費 （項） 2 徴税費

1徴税総務 94,653 6,500 101,153 6,500 12委託料 6,500 委託料 6,500

費 訴訟代理人 6,500

計 145,302 6,500 151,802 6,500
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